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議案第５９号

上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について

 上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定める。 

  令和６年８月２９日提出

上尾市長  畠 山  稔

上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例

上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭

和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

別表第１の３５の項を次のように改める。

３５ 国民健康保険運営協議会

会長

委員

日額 ７，０００円

日額 ６，０００円

附 則

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年１月１日から施行する。

（経過措置） 

２ この条例による改正後の上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例（以下「新条例」という。）別表第１の３５の項の

規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日を任期

の始期とする特別職の職員（新条例第１条に規定する特別職の職員をいう。

以下同じ。）について適用し、施行日前の日を任期の終期とする特別職の

職員については、なお従前の例による。

提案理由

国民健康保険運営協議会委員に対する報酬の支払を見直したいので、

この案を提出する。
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議案第６０号 

   上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和６年８月２９日提出 

上尾市長  畠 山  稔 

上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年上尾市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第２３条の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条中「掲示しなけれ

ばならない」を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆

送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ

自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）

により公衆の閲覧に供しなければならない」に改める。 

第３６条第３項中「第６条第２項中」の次に「「特定教育・保育施設（認

定こども園又は幼稚園であるものに限る。以下この項において同じ。）」と

あるのは「特定教育・保育施設（特別利用教育を提供している施設に限る。

以下この項において同じ。）」と、」を加える。 

第５３条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これ

らに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を

「電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

-2-



提案理由 

内閣府令の改正に伴い、本市の特定教育・保育施設の運営に関する基

準を当該内閣府令で定める基準と同様のものに改めたいので、この案を

提出する。
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議案第６１号 

   上尾市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 上尾市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和６年８月２９日提出 

上尾市長  畠 山  稔 

上尾市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

上尾市国民健康保険条例（昭和３４年上尾市条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第５条第２項中「別表第１第２章第２部第１節の往診料の項注４又は別表

第２第２章第２部の歯科訪問診療料の項注９」を「別表第１第２章第２部第

１節の往診料の項注６又は別表第２第２章第２部の歯科訪問診療料の項注１

１」に改める。 

第１３条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をした者又

は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこ

れに応じない者」を「又は虚偽の届出をした者」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の

施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第

２６０号）第９条の規定によりなお従前の例によることとされる場合にお

ける同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。 

 

 

 

提案理由 

国民健康保険法の一部改正に伴い、所要の改正を行いたいので、この案

を提出する。
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議案第６２号 

上尾市地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数等

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

上尾市地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数等を定

める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年８月２９日提出 

上尾市長  畠 山  稔 

上尾市地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数等

を定める条例の一部を改正する条例 

 上尾市地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数等を定

める条例（平成２６年上尾市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２項の表以外の部分中「前項」を「第１項」に、「上尾市地域包

括支援センター運営等協議会（上尾市地域包括支援センター運営等協議会条

例（平成１７年上尾市条例第４４号）に規定する上尾市地域包括支援センタ

ー運営等協議会をいう。次条において「協議会」という。）」を「協議会」

に改め、同項の表おおむね１，０００人未満の項及びおおむね１，０００人

以上２，０００人未満の項中「前項各号」を「第１項各号」に改め、同表お

おむね２，０００人以上３，０００人未満の項中「前項第１号」を「第１項

第１号」に改め、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加え

る。 

２  前項の規定にかかわらず、上尾市地域包括支援センター運営等協議会

（上尾市地域包括支援センター運営等協議会条例（平成１７年上尾市条例

第４４号）に規定する上尾市地域包括支援センター運営等協議会をいう。

以下「協議会」という。）が地域包括支援センターの効果的な運営に資す

ると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区

域として、当該区域内の第一号被保険者の数について、おおむね３，００

０人以上６，０００人未満ごとに同項各号に掲げる常勤の職員の員数を当

該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の

地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満たすものとする。この場

合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職

員の員数の基準は、同項各号に掲げる者のうちから２人とする。 
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３ 前２項の場合において、常勤の職員の員数については、協議会が第一号

被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であ

ると認めるときは、常勤換算方法（当該地域包括支援センターの職員の勤

務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき

時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常

勤の職員の員数に換算する方法をいう。）によることができる。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

厚生労働省令の改正に伴い、本市の地域包括支援センターの職員に係る

基準を当該厚生労働省令で定める基準と同様のものに改めたいので、この

案を提出する。  
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議案第６３号 

   上尾市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

 上尾市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和６年８月２９日提出 

上尾市長  畠 山  稔 

上尾市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める

条例の一部を改正する条例 

上尾市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

（平成２７年上尾市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「９人」を「８人」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の上尾市農業委員会の委員及び農地利用最適化推

進委員の定数を定める条例第３条の規定は、この条例の施行の日に在任す

る農地利用最適化推進委員の任期満了の日（以下「任期満了日」という。）

の翌日以後に委嘱する農地利用最適化推進委員について適用し、任期満了

日までに委嘱された農地利用最適化推進委員については、なお従前の例に

よる。 

 

 

 

 

 

提案理由 

市内の農地面積が減少したことに伴い、農業委員会等に関する法律施行

令第８条第１項の規定に基づき、農地利用最適化推進委員の定数を見直し

たいので、この案を提出する。
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議案第６４号  

   工事請負契約の締結について  

 下記のとおり工事請負契約を締結することについて、議決を求める。  

  令和６年８月２９日提出  

上尾市長  畠 山  稔     

                 記  

１ 契 約 の 目 的  総合福祉センター大規模改造工事（電気設備工事） 

２ 契 約 の 方 法  条件付一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額  １９３，６５５，０００円  

４ 契約の相手方  上尾市大字小敷谷５３番地６  

          藤電設株式会社  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

総合福祉センター大規模改造工事（電気設備工事）に関する工事請負契

約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により、この案を提出する。
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議案第６５号  

   工事請負契約の締結について  

 下記のとおり工事請負契約を締結することについて、議決を求める。  

  令和６年８月２９日提出  

上尾市長  畠 山  稔     

                 記  

１ 契 約 の 目 的  総合福祉センター大規模改造工事（建築工事） 

２ 契 約 の 方 法  条件付一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ５４１，２００，０００円  

４ 契約の相手方  上尾市緑丘三丁目４番２５号  

          株式会社島村工業上尾支店  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

総合福祉センター大規模改造工事（建築工事）に関する工事請負契約を

締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第２条の規定により、この案を提出する。
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議案第６６号  

   工事請負契約の締結について  

 下記のとおり工事請負契約を締結することについて、議決を求める。  

  令和６年８月２９日提出  

上尾市長  畠 山  稔     

                 記  

１ 契 約 の 目 的  総合福祉センター大規模改造工事（機械設備工事） 

２ 契 約 の 方 法  条件付一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ４８０，９０９，０００円  

４ 契約の相手方  さいたま市北区東大成町２丁目３７６番地２  

          株式会社茂田工業所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

総合福祉センター大規模改造工事（機械設備工事）に関する工事請負契

約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により、この案を提出する。
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議案第６７号 

   第６次上尾市総合計画基本構想の変更について 

 第６次上尾市総合計画基本構想を別冊のとおり変更することについて、議

決を求める。 

  令和６年８月２９日提出 

上尾市長  畠 山  稔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

産業立地用地の創出に向けた土地利用の転換を実現するため、第６次上

尾市総合計画基本構想を変更したいので、上尾市議会の議決すべき事件に

関する条例第２条の規定により、この案を提出する。 
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議案第６８号 

   埼玉県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定によ

り、埼玉県後期高齢者医療広域連合規約を次のとおり変更することについて、

議決を求める。 

  令和６年８月２９日提出 

上尾市長  畠 山  稔 

   埼玉県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約  

埼玉県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年指令市第２０７９号）の

一部を次のように変更する。  

別表第１中「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改める。  

附 則  

この規約は、令和６年１２月２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、埼玉県後期高齢者

医療広域連合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第

２９１条の１１の規定により、この案を提出する。
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議案第６９号  

   市道路線の認定について 

 下記のとおり路線を認定することについて、議決を求める。 

  令和６年８月２９日提出 

                  上尾市長  畠 山  稔 

                 記 

路線認定調書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

  （仮称）平方雨沼公園の建設に伴い、新たに整備する中堀川側道を市道

路線として認定したいので、道路法第８条第２項の規定により、この案を

提出する。  

路 線 名 起    点 終     点 

重 要 

な 経 

過 地 

４０５５９号線 
上尾市大字平方字雨沼

８２８番地先 

上尾市大字平方字東谷

１４４４番地先 
 

-13-



議案第７０号

 市道路線の認定について 

別紙路線認定調書のとおり路線を認定することについて、議決を求める。

  令和６年８月２９日提出

上尾市長  畠 山  稔

提案理由

  都市計画法の規定に基づき市に帰属した道路を市道路線として認定した

いので、道路法第８条第２項の規定により、この案を提出する。 
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別紙

路線認定調書

路 線 名 起 点 終 点

重 要

な 経

過 地

１０７８６号線
上尾市大字小敷谷字儘

上７６５番地先 

上尾市大字小敷谷字儘

上７６５番地先 

２１９０７号線
上尾市壱丁目南１３番

地先 

上尾市壱丁目南１３番

地先 

２１９０８号線
上尾市向山一丁目１８

番地先 

上尾市向山一丁目１８

番地先 

３１２１２号線
上尾市大字上字丸野１

１７０番地先 

上尾市大字上字丸野１

１６９番地先 

３１２１３号線
上尾市大字上字大久保

１１３１番地先 

上尾市大字上字大久保

１１３１番地先 

３１２１４号線
上尾市大字上字大久保

１１３１番地先 

上尾市大字上字大久保

１１３１番地先 

３１２１５号線
上尾市大字上尾宿字向

原２１１４番地先 

上尾市大字上尾宿字向

原２１１４番地先 

４０５５６号線
上尾市大字大谷本郷字

前原９０番地先 

上尾市大字大谷本郷字

前原９０番地先 

４０５５７号線
上尾市大字上野字石井

戸１５４番地先 

上尾市大字上野字石井

戸１５４番地先 

４０５５８号線
上尾市大字地頭方字東

谷５４６番地先 

上尾市大字地頭方字東

谷５４６番地先 

５１１７２号線
上尾市大字原市字六番

耕地１０２３番地先 

上尾市大字原市字六番

耕地１０２３番地先 

５１１７３号線
上尾市大字瓦葺字宿前

１３８０番地先 

上尾市大字瓦葺字宿前

１３７８番地先 

５１１７４号線
上尾市大字瓦葺字新堀

付１７０７番地先 

上尾市大字瓦葺字新堀

付１７０７番地先 
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５１１７５号線
上尾市大字瓦葺字新堀

付１７０７番地先

上尾市大字瓦葺字新堀

付１７０７番地先
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議案第７１号  

   監査委員の選任について  

 上尾市監査委員に下記の者を選任することについて、同意を求める。  

  令和６年８月２９日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

 ○○○○○○○○○○○○  

米  山   睦  

   ○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

監査委員大山一夫氏の任期は、令和６年９月３０日で満了となるが、後

任として米山睦氏を選任することについて同意を得たいので、地方自治法

第１９６条第１項の規定により、この案を提出する。   
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議案第７２号  

   教育委員会委員の任命について  

 上尾市教育委員会委員に下記の者を任命することについて、同意を求める。  

  令和６年８月２９日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

 ○○○○○○○○○○○○  

  岩   由  美  

   ○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

教育委員会委員大 崇行氏の任期は、令和６年９月３０日で満了となる

が、後任として岩 由美氏を任命することについて同意を得たいので、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、この

案を提出する。  
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